
令和元年度大分県職員（職業訓練指導員）採用選考要領

令 和 元 年 ５ 月 １ ０ 日

大 分 県 人 事 委 員 会

１ 選考対象職種、採用予定者数及び職務内容

職 種 採用予定者数 職 務 内 容

主として、県立工科短期大学校において、建築生産、建築材料、建築

施工、施工管理、測量等の学科及び実技に関する高度職業訓練（職業能

力開発促進法施行規則第９条に規定する職業訓練）に相当する指導業務

職業訓練指導員 １ 名 に従事します。

（建築システム系） また、県立高等技術専門校における同様の学科及び実技に関する普通

職業訓練（職業能力開発促進法施行規則第９条に規定する職業訓練）に

相当する指導業務や商工観光労働部の本庁における職業能力開発等に関

する業務に従事することもあります。

２ 受験資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１） 昭和55年４月２日以降に生まれた者

（２） 学校教育法に基づく４年制大学（職業能力開発総合大学校を含む。）、短期大学若しくは高等専門学校の建築系

の学科又はこれに準ずると認められる学科を卒業した者若しくは令和２年３月までに卒業見込みの者

大分県人事委員会が上記に該当する者と同等の資格があると認める者

（３） 専門課程の高度職業訓練における職業訓練指導員資格（職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条

例（平成24年12月21日大分県条例第72号）第10条）のいずれかに該当する者又は令和２年３月31日までに該当見

込みの者（別紙参照）

（４） 地方公務員法第16条及び職業能力開発促進法第28条第５項に該当しない者

（５） 令和２年４月１日以降の採用に応じられる者

※ 受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。

※ 日本国籍を有しない者も受験できます。ただし、日本国籍を有しない者は、採用時に職務に従事可能な在留資格が

ない場合は採用されません。また、日本国籍を有しない者の任用にあたっては、「公権力の行使又は公の意思形成へ

の参画に携わる職には就けない」という公務員の基本原則に沿った任用が行われます。

３ 選考方法、日時等

区 分 選 考 項 目 選 考 の 内 容 日 時 場 所

第１次選考 教 養 試 験 公務員として必要な一般的知識等につ 令和元年７月７日(日) 大分高等技術専門校

（全員受験） （ 80点） いての択一式による筆記試験 入室開始 午前9時 （大分市大字下宗方

択一試験 専門的知識、能力及び技術等についての 着席完了 午前9時25分 1035-1）

（80点） 択一式による筆記試験 試験時間

専 ※出題分野：建築計画、建築環境・設 教養試験 電話 097-542-3411

門 備、建築法規、建築構 午前9時30分から11時30分まで （自動車での来場及び駐

試 造、建築施工等 専門試験（択一） 車もできます。）

験 記述試験 建築生産、建築材料、建築施工、施工管 午後0時40分から2時10分まで

（160点） 理法等についての記述式による筆記試験 専門試験（記述）

午後2時30分から4時まで

第２次選考 (1)公務員としての適格性 令和元年８月15日(木) 大分県市町村会館

第１次選考 面 接 (2)専門的知識 についての ※時間は別途連絡 (大分市大手町2-3-12)

の合格者の （320点） (3)人物 個別面接 ※詳細は別途連絡

み受験

(注） １ 教養試験及び専門試験は、試験開始後30分を経過したら入室できません。

２ 第１次選考の合格通知（連絡）は、７月24日（水）に行う予定であり、当該合格者についてのみ第２次選考を

行うこととします。



（裏 面）

４ 選考結果の開示

（１） 口頭による開示請求

選考結果については、大分県個人情報保護条例第21条第１項の規定により口頭で開示請求することができます。

受験者本人が、本人であることを証明する書類（運転免許証、学生証、パスポート等（原則として顔写真付きの

もの））を必ず持参のうえ、おいでください。

なお、各選考項目にはそれぞれ合格基準があり、その合格基準に達しない場合は「不合格」となります。したが

って、総合得点及び順位が上位であっても「不合格」となる場合があります。

区 分 開示請求できる者 開 示 内 容 開示方法 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次選考 第１次選考不合格者
合格発表の日から起算して

試験科目別得点、 閲 覧 １か月間 大分県人事委員会事務局

総合得点及び順位 （土曜、日曜、祝日を除く (大分県市町村会館６階)
第２次選考 第２次選考受験者 ８：３０～１７：１５）

（２） 郵送による情報提供

郵送でも試験結果の情報を提供します。希望者は、住所、氏名、受験番号を記載した返信用長形３号封筒（235㎜

×120㎜）を用意し、392円（簡易書留相当分）切手を貼り、第１次選考当日に持参してください。持参した封筒は

試験時間内に回収します。提供する内容は（１）の口頭による開示請求と同じです。

５ 受験申込手続き

以下の書類を同封し、下記の申込先に提出してください。

① 必要事項を記入した大分県職員（職業訓練指導員）採用選考申込書（別紙様式） １部

② 受験票用のはがき（何も記載していないもの） １枚

③ 必要事項を記入した職歴書（別紙様式） １部

④ 上記「２受験資格」の（２）に該当することが証明できる大学等の卒業（見込）証明書及び成績証明書 各１部

【申 込 先】 大分県人事委員会（〒870-0022 大分市大手町２丁目３番12号)

【申 込 期 限】 令和元年６月19日(水)午後５時15分必着（持参の場合）にて申込をしてください。

郵送の場合は、６月19日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。封筒の表左側に

「職員採用選考受験」と赤書きし、郵便局の窓口に持参して簡易書留の手続を行い、簡易書

留の受領証を受験票が届くまで保管してください。

【受験票の送付】 大分県人事委員会事務局が申込書を受理したときは、受験票用のはがきに受験番号等を印刷

して送付します。なお、６月28日（金）までに受験票が届かない場合は、大分県人事委員会

事務局に問い合わせてください。

６ 採 用 時 期

令和２年４月１日以降

７ 給 与

初任給は、採用前の職歴等を勘案の上、決定されます。例えば、採用時の年齢が30歳で、大学卒業後民間企業等に

おける職務経験年数が８年の場合、月額237,300円程度です。

また、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等が勤務条件に応じて支給されます。

なお、例示した月額は平成31年４月１日現在のもので、職歴のある者は、条件に応じて加算されます。

８ 問合・連絡先

大分県人事委員会事務局 大分市大手町２丁目３番１２号（〒870-0022） 電話 097-506-5222

９ そ の 他

送付された受験票は、選考当日に必ず持ってきてください。

昼食は各自で準備してください。



（別紙）

専門課程の高度職業訓練における職業訓練指導員資格
（職業能力開発校等の行う職業訓練の基準等を定める条例第10条）

建築系分野において、次の各号のいずれかに該当する者若しくは令和２年３月31
日までに該当見込みの者

一 高度養成課程、長期養成課程又は短期養成課程（実務経験者訓練技法習得コー

スに係るものに限る。以下この号において同じ。）の指導員養成訓練を修了した

者（短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し

適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認め

る者に限る。）であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有

すると認められるもの

二 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含

む。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練

に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

三 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若し

くは職業能力開発短期大学校(以下、「大学等」という。)において、教授又はこ

れに相当する職員としての経歴を有する者

四 大学等において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を

有する者

五 大学等において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であっ

て、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有する

と認められるもの

六 大学等において、三年以上の助手又はこれに相当する職員としての経歴を有す

る者であって、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能

力を有すると認められるもの

七 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に

関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

八 三年以上の教育訓練に関する指導の経験を有する者であって、優れた技能又は

専門的な知識を有すると認められるもの

九 十年以上(短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者（実務経験者訓練技法

習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び

学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能

力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開

発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。）又は学士の学位(外国に

おいて授与されたこれに相当する学位及び学校教育法第百四条第二項に規定する

文部科学大臣の定める学位（同法による専門職大学を卒業した者に対して授与さ

れるものに限る。）を含む。)を有する者にあっては、五年以上)の実務の経験を

有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると

認められるもの



令和元年度大分県職員（職業訓練指導員）採用選考申込書

私は、大分県職員（職業訓練指導員）採用選考を受験したいので申し込み
（写 真） ます。なお、私は選考要領に掲げてある受験資格をすべて満たしており、

この申込書の記載事項に相違ありません。

受験番号欄を除く該当欄すべてに記入してください。（□欄には を記入してください。）

令和 年 月 日 記入

職 種 受験番号（記入不要）

※申込時に必ず貼っ
職業訓練指導員

てください。 （建築システム系）

（ふりがな） 国籍等 ※外国籍の場合は以下も記入してください。

氏 名 □ 日本国籍 国籍

□ 外 国 籍

生年月日 昭和・平成 年 月 日生
在留資格

受験票・合格通知等のあて先 〔〒 － 〕

〔電話 （ ） － 〕 〔携帯電話 （ ） － 〕

上記以外の連絡先 〔〒 － 〕

〔電話 （ ） － 〕 〔携帯電話 （ ） － 〕

学 歴 ： 学 校 名 学部・研究科 学科・専攻 在学期間 卒業・修了

高等学校 年月～年月 □卒業

～ □卒見

□中退

大学等 □卒業

～ □卒見

□中退

大学院（修士） □卒業

～ □卒見

□中退

大学院（博士） □卒業

～ □卒見

□中退

取得(見込)年月日 免 許 ・ 資 格 名（職業訓練指導員免許 等）

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・



（別紙様式）

職 歴 書

職 種 職業訓練指導員（建築システム系）

氏 名

※ 該当欄に「 」をしてください。

□ 職歴あり（以下にこれまでの職歴を記入してください。）

□ 職歴なし

業 務 内 容 担 当 内 容
勤 務 先 所 在 地 勤 務 期 間

（部課係名・職名） （具体的に）

自： 年 月 日

至： 年 月 日

自： 年 月 日

至： 年 月 日

自： 年 月 日

至： 年 月 日

自： 年 月 日

至： 年 月 日

自： 年 月 日

至： 年 月 日

自： 年 月 日

至： 年 月 日


